
国民年金・厚生年金保険

障害年金のお知らせ

記入してください。

改正のポイント
認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確に
するなどの見直しを行います。

平成27年６月１日から

障害年金の「腎疾患による障害」の

認定基準を一部改正します

日本年金機構の年金事務所の連絡先は、

日本年金機構ホームページ （全国の相談・手続窓口）でご確認ください。

●年金の基礎知識、全国の年金事務所の所在地と電話番号などがご覧いただけます。

●『ねんきんネット』では、インターネットを利用してご自身の年金加入記録を

いつでも閲覧できます。このサービスをご利用いただくためには、あらかじめ

ユーザＩＤ、パスワードのお申し込みをしていただく必要があります。

全国の窓口 日本年金機構 検 索

http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/

不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。



腎疾患による障害

▶認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加を行います。

＜①慢性腎不全＞

注：ｅＧＦＲ（推算糸球体濾過量）が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、
ｅＧＦＲ（単位はml/分/1.73㎡）が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは
中等度異常と取り扱うことも可能です。

＜②ネフローゼ症候群＞

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常

ア
内因性クレアチニン
クリアランス

ml/分 20 以上30 未満 10 以上20 未満 10 未満

イ 血清クレアチニン mｇ/dl 3 以上 5 未満 5 以上 8 未満 8 以上

区分 検 査 項 目 単位 異常

ア
尿蛋白量

（１日尿蛋白量又は尿蛋白／尿クレアチニン比）

ｇ／日
又は

ｇ／ｇCr

3.5以上を

持続する

イ 血清アルブミン (ＢＣＧ法) ｇ／dl 3.0 以下

ウ 血清総蛋白 ｇ／dl 6.0 以下

▶各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数を入れます。

障害の程度 障 害 の 状 態

１ 級
上記①の検査成績が高度異常を１つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の

オに該当するもの

２ 級

１ 上記①の検査成績が中等度又は高度の異常を１つ以上示すもので、かつ、

一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

２ 人工透析療法施行中のもの

３ 級

１ 上記①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を１つ以上示すもので、

かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

２ 上記②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが

異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

注：障害の認定は、異常値の数や一般状態区分表による障害の状態などによって認定されます。

▶腎臓移植について従来の障害等級を維持する期間を見直します。

腎臓移植について、経過観察のために移植後１年間は従来の障害等級を維持す

ることとし、それ以降は移植を受けた方の状況を踏まえて、障害等級の認定を

行うこととします。


